
【ポイント】

Ｏ広域中核市には､その市の条例により区を置くことができる。
（現行の政令市は､区は必置であり､置く置かないを決める自由はない）

Ｏ区の制度設計は､その市が条例で定める。
（現行の政令市には､このような制度設計の権限はない）

※政令市に区を必置とした立法趣旨

・大都市においては事務量が膨大
・市民と市政との距離を短くする

・実情にあった効果的な行政執行

【区を置くとした場合の制度設計の幅】

Ｏ「市役所の出先機関としての区｣もありうるし､「区長公選｣や｢区議
会を置く｣こともありうる。

○「市の全域を区分して区を置く｣こともありうるし､｢市の－部の区域
にのみ区を置く｣こともありうる。

※住民参加のしやすさや､地域事情の反映､効率的な行政執行など
を考慮して､その市に合った区のかたちを決める。

【意義】

Ｏ広域中核市は､市のなかの自治のかたちをその市が自ら決めるこ
とができる｡これは政令市にもない自己決定権。

○これにより、自治意識の高揚や､住民参加の促進､地域事情に即し
た行政展開が図られる゜

○また、自治に関する制度設計の権限を国から地方に移すモデル
ケースの－つとなる。



これからの行政の主役は市町村です
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札幌市 504 1,162 1,666 旭川市 396 1,031 1,427 日高町 187 0 187
士別市 232 61 293 平取町 161 0 161

江別市 282 64 346 名寄市 263 61 324 新冠町 180 0 180
千歳市 298 61 359 富良野市 262 61 323 浦河町 201 0 201
恵庭市 235 61 296 鷹栖町 190 0 190 様似町 178 0 178
北広島市 357 61 418 東神楽町 187 0 187 えりも町 193 0 193
石狩市 317 61 378 当麻町 163 0 163 新ひだか町 422 0 422
当別町 221 31 252 比布町 165 0 165
新篠津村 163 0 163 愛別町 177 0 177 帯広市 300 89 389

上川町 176 0 176 音更町 271 31 302
函館市 343 1,031 1,374 東川町 169 0 169 士幌町 191 0 191
北斗市 524 61 585 美瑛町 248 0 248 上士幌町 176 0 176
松前町 243 0 243 上富良野町 232 31 263 鹿追町 191 0 191
福島町 205 0 205 中富良野町 187 0 187 新得町 210 0 210
知内町 203 0 203 南富良野町 229 0 229 清水町 231 0 231
木古内町 205 0 205 占冠村 182 0 182 芽室町 284 31 315
七飯町 260 31 291 和寒町 192 0 192 中札内村 151 0 151
鹿部町 201 0 201 剣淵町 230 0 230 更別村 197 0 197
森町 256 0 256 下川町 234 0 234 大樹町 225 0 225
八雲町 240 0 240 美深町 258 0 258 広尾町 236 0 236
長万部町 275 0 275 音威子府村 213 0 213 幕別町 301 31 332

中川町 201 0 201 池田町 214 0 214
江差町 208 0 208 豊頃町 189 0 189
上ノ国町 180 0 180 留萌市 305 61 366 本別町 212 0 212
厚沢部町 197 0 197 増毛町 214 0 214 足寄町 222 0 222
乙部町 196 0 196 小平町 201 0 201 陸別町 167 0 167
奥尻町 232 0 232 苫前町 173 0 173 浦幌町 223 0 223
今金町 240 0 240 羽幌町 220 0 220
せたな町 244 0 244 初山別村 180 0 180 釧路市 322 89 411

遠別町 189 0 189 釧路町 212 31 243
小樽市 490 374 864 天塩町 142 0 142 厚岸町 248 31 279
島牧村 182 0 182 幌延町 182 0 182 浜中町 199 0 199
寿都町 203 0 203 標茶町 202 31 233
黒松内町 213 0 213 稚内市 527 61 588 弟子屈町 240 31 271
蘭越町 199 0 199 猿払村 180 0 180 鶴居村 163 0 163
ニセコ町 146 0 146 浜頓別町 243 0 243 白糠町 220 0 220
真狩村 151 0 151 中頓別町 182 0 182
留寿都村 170 0 170 枝幸町 257 0 257 根室市 232 61 293
喜茂別町 170 0 170 豊富町 213 0 213 別海町 210 0 210
京極町 178 0 178 礼文町 219 0 219 中標津町 228 31 259
倶知安町 164 0 164 利尻町 180 0 180 標津町 294 0 294
共和町 189 0 189 利尻富士町 198 0 198 羅臼町 190 0 190
岩内町 182 0 182

泊村 199 0 199 北見市 471 64 535 21 0 21

神恵内村 197 0 197 網走市 293 61 354
積丹町 180 0 180 紋別市 232 61 293
古平町 195 0 195 美幌町 253 31 284
仁木町 150 0 150 津別町 197 0 197
余市町 202 31 233 斜里町 206 0 206
赤井川村 182 0 182 清里町 151 0 151

小清水町 168 0 168
夕張市 184 30 214 訓子府町 189 0 189
岩見沢市 204 61 265 置戸町 149 0 149
美唄市 206 61 267 佐呂間町 189 0 189
芦別市 237 61 298 遠軽町 219 31 250
赤平市 188 61 249 上湧別町 214 0 214
三笠市 217 61 278 湧別町 212 0 212
滝川市 247 61 308 滝上町 205 0 205
砂川市 218 61 279 興部町 231 0 231
歌志内市 202 30 232 西興部村 167 0 167
深川市 191 61 252 雄武町 235 0 235
南幌町 237 0 237 大空町 196 0 196
奈井江町 195 0 195
上砂川町 150 0 150 室蘭市 339 130 469
由仁町 191 0 191 苫小牧市 302 130 432
長沼町 192 31 223 登別市 572 61 633
栗山町 233 0 233 伊達市 281 61 342
月形町 182 0 182 豊浦町 199 0 199
浦臼町 170 0 170 壮瞥町 203 0 203
新十津川町 211 0 211 白老町 360 31 391
妹背牛町 163 0 163 厚真町 212 0 212
秩父別町 154 0 154 洞爺湖町 222 0 222
雨竜町 148 0 148 安平町 187 0 187
北竜町 171 0 171 むかわ町 246 0 246
沼田町 175 0 175
幌加内町 161 0 161

市町村別　移譲権限数の累計（平成20年度移譲分まで）

市町村名
累　計　実　績

市町村名
累　計　実　績

市町村名
累　計　実　績

法定
移譲

合計
特例
条例

法定
移譲

合計
特例
条例

法定
移譲

合計
特例
条例

日
高
支
庁

十
勝
支
庁

渡
島
支
庁

檜
山
支
庁

留
萌
支
庁

釧
路
支
庁

後
志
支
庁

宗
谷
支
庁

空
知
支
庁

胆
振
支
庁

石
狩
支
庁

上
川
支
庁

根
室
支
庁

網
走
支
庁

空知中部広域連合

注）「法定移譲」は移譲リストの移譲
対象権限（第１～4区分）に限定した
もの
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例２農地の権利移動の許可

を､市町村ができるようにな

ります。
事務処理
の迅速化
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権限･財源の移譲が進むのと連動して
市町村の体制整備も進んでいきます
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T/市町l村へ■の曰権限Ｉ移'譲と広域中核'市制度との関係

自治法252条の１７の２に基づく特
例条例による権限移譲

広域中核市の指定による権限移譲
等

移譲の進め方
道と市町村が個別の権限ごとに協

議し､漸進的に移譲を進める。

移譲の進展に伴い､合併など市町
村の体制整備の進展も期待。

二次医療圏単位の合併による強

カな基礎自治体の創出とセットで、
道の権限を組織も含めて大胆に移
譲する。

財源措置
法令上は道の権限であるため､道

に対して交付税で交付された上で、

道から市町村に権限移譲交付金と
して交付する。

税源移譲はない。

法令上も広域中核市固有の権限

となり、道ではなく広域中核市に対
して直接に交付税を交付する。

また､税源移譲もある。(地方道路
譲与税の増額）

組織の移管
移譲対象は幅広く設定しており、

非常に多くの移譲を受ける場合は、

組織の移管にまで至ることになるが、
漸進的に進めるなかでは､そこまで
踏み込んだ要望がなされる例は未
だない。

保健所の業務の全部､土木現業
所の業務の一部など支庁の業務の

多くが一度に移譲されることにより
組織そのものの移管が生じる。

、

道の関与の廃止
自治法252条の１７の２は､道の関
与の廃止には使えない。

政令市の規定の準用により､地方
債の起債は国と直接協議する｡また、
福祉分野の一部において､検査等
の道の関与は廃止され､補助金に
ついても道を経由せず直接国から
受領することとなる。

区の

制度

設計

道の権限ではないため、自治法2５
2条の１７の2では移譲できない。

他の市町村にない､広域中核市独
白の権限として創設する。

|;霧艤讓W霧雨三F三！？」函



関連年表
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平成16年9月

17年3月

1１月

18年３月

7月

11月

19年６月

1１月

富良野市から道に「広域都市構想」の提案

(富良野圏域の全市町村と道の出先機関を統合し、新

しい基礎自治体をつくる構想）

｢道州制に向けた道から市町村への事務・権限移譲

方針」を策定（道）

(政令市を上回る権限を移譲対象として設定）

十勝圏において「十勝一市構想」が浮上

(十勝圏の全市町村が合併し中核市を目指す構想）

｢地域主権型社会のモデル構想案」を作成（道）

(将来の基礎自治体の区域のイメージ案として二次医

療圏を提示）

｢北海道市町村合併推進構想」を策定（道）

(将来の基礎自治体の区域のイメージとして二次医療

圏を位置づけ）

西胆振圏において「西胆振一市構想」が浮上

(西胆振圏の全市町村が将来的に合併が必要との認識

で一致）

｢地域主権型社会のモデル構想2007」を策定（道）

(合併推進構想を受け、道州制の構想として二次医療

圏を将来の基礎自治体の区域のイメージとして位置づ

け）

道州制特区提案検討委員会に関連提案として「広域

中核市制度の創設」を提出（道）

(二次医療圏と同じ区域の市が誕生した場合に、政令

市の規定を準用し、道機関の移管を伴う権限移譲を行

う制度）
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平成12年に地方分権一括法が施行されて以降､わが国では三位一体改革や市町村合併などをはじめ､地
方分権の推進に向けた様々な取組が進められています｡これらは地方分権を進める上での通過点であり､この

流れをより確かなものにしていくためには､地方公共団体の自己決定･自己責任を基本理念とした、｢地方自治

の本旨｣を確立していかなくてはなりません。

北海道では､地方分権が大幅に進展し､地域のことは地域で決めることができる社会を､地域主権型社会と

呼んでいます。

国は､国と地方の役割分担のあり方を含めた｢この国のかたち｣のあるべき姿の検討に着手しており､北海道

では、「道州制の先行実施｣として､道州制特区､道内分権､道州制北海道モデル事業など､地域主権型社会

の実現に向けた道自らの取組を進めています｡一方で､市町村合併や広域行政の取組は､市町村自らの主体

的な取組です｡これら全ての取組は､将来の地域主権型社会の実現を目指すという共通の理念に基づくもの

であり､国､道､市町村のそれぞれが､確かな第一歩を踏み出したところです。

地域主権型社会の下での基礎自治体は､地域の自己決定を実現するための充分な財源と人材を持ち､こ

れらを機能的かつ効率的に活用できる組織体制を備え､現在よりも大幅に拡大された多様なサービスを提供
することが求められます｡これは､地域主権型社会の下での､将来の市町村の姿であり、自己決定と自己責任

に基づき安定的な行政サービスを行うことができる､北海道における基礎自治体の理想の姿です。
このような将来の基礎自治体の具体的な人口規模を､前節で検討した規模の目安に基づいて判断すると、

おおむね人口5万～10万人程度の規模となります。

一方､北海道では全国を上回る速さで少子化･高齢化が進展し､今後は全国を上回る超高齢化社会の到来
が予想されています｡こうした北海道の将来を見据えた場合､これからの基礎自治体は､医療､保健､福祉とい
った地域に最も密着したサービスを総合的に担っていくことが想定されます。
北海道では､これらの分野において､比較的高度で専門性の高いサービスを提供し､おおむね保健医療福

祉サービスの完結を目指す地域単位として､第２次保健医療福祉圏という圏域が既に存在しています｡この圏
域では､地域の住民がこれらのサービスを受けるために必要な医療機関や福祉施設､交通機関などの様々な
地域資源が長い年月を経て蓄積され､地域に深く根付いた圏域を形成しています｡将来の基礎自治体の区域
としては､この｢第２次保健医療福祉圏｣が一つのイメージとして考えられるところです。
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第１総論

【図衷８：保健医痩榎軸圏の区域】
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【医療法（昭和２３年法律第２０５号)】

第三十条の四都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道

府県における医療提供体制の確保を図るための計画（以下「医療計画」という｡）を定め

るものとする。

２医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

－都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業の目標に関する事項

二第四号及び第五号の事業に係る医療連携体制（医療提供施設相互間の機能の分担及

び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ｡）に関する事項

三医療連携体制における医療機能に関する情報の提供の推進に関する事項

四生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提

供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に

関する事項

五次に掲げる医療の確保に必要な事業（以下「救急医療等確保事業」という｡）に関

する事項（ハに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る｡）

イ救急医療

ロ災害時における医療

ハへき地の医療

＝周産期医療

ホ小児医療（小児救急医療を含む｡）

ヘイからホまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生

の状況等に照らして特に必要と認める医療

六居宅等における医療の確保に関する事項

七医師、歯科医師、薬剤師、看謹師その他の医療従事者の確保に関する事項

八医療の安全の確保に関する事項

九地域医療支援病院の整備の目標その他医療機能を考慮した医療提供施設の整備の目

標に関する事項

＋主として病院の病床（次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病

床を除く｡）及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に

関する事項

十一二以上の前号に規定する区域を併せた区域であって、主として厚生労働省令で定

める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であって当該医療に係るものの整

備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項

十二療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病

床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項

十三前各号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項

３～１２（略）



圏逼

○保健医療福祉計画

○保健所の配置（道内３１箇所医療計画で規定する医療圏や老人保健福祉

計画で規定する福祉圏を参酌して配置）

○地域センター病院（道内２５箇所）

○ベッド数（二次医療圏ごとに算出したしたものが上限）

○地域保健医療福祉推進協議会（圏域ごと１カ所）

（Ｈ２０から「○○保健医療福祉圏域連携推進会議」になる予定）

○高齢者保健福祉圏域連絡協議会（圏域ごと設置）

○障がい福祉計画等圏域連絡協議会（圏域ごと設置）

一部またはおおむね二次医療圏と一致する圏域に関連づけられている施策等

○消防本部の広域化

二次医療圏を基本とした２１の消防本部に改編

○市町村圏組合

し尿処理施設、地域振興策の広域的展開等

○期成会

陳情等の内容によって医療圏と重なる部分がある



通勤圏の状況
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平成12年国勢調査では､道内の通勤者
数は約273万人で､このうち､居住地以外
の市町村への通勤者数は約38万人と約
12％を占めています。
通勤5％圏は一般的な近隣市町村への

通勤､通勤10％圏は地域の中核的な都市
やリゾート施設などへの通勤､通勤20％圏
は都市周辺のベッドタウン化現象がそれ
ぞれ現れており、いずれも通勤の特徴を
反映したものとなっています。
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（ 平成12年国勢調査では､道内の15歳以
の通学者数は約34万人で､このうち､居
地以外の市町村への通学者数は約6万
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人と約18％を占めています。
通学者の割合が10％未満の部分には

統計誤差が多く含まれ､一般的な通学の
実態を反映しているのは通学,0％圏となり
ます｡また､通学30％圏では道立高等学
校通学区域ごとの中心となる都市が通学
先となっており､高等学校への通学が特徴
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の状況

ザ
６６F＊ 圏の状況は､平成3年に道が実施し

;海道広域商圏状況調査｣のうち､食
や日用雑貨などの最寄品5品目の購
助を示しています。
買割合10％未満では統計誤差が多く
h,､一般的な日用品の購買行動の実
叉映しているのは購買10％圏となりま
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=､購買20％圏では購買先のほとん
しロ１万人以上の市町村となり､地域
､都市の周辺に特徴的な鯛買行動
､ています。
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医療圏の状況(入院）

医療圏の状況は､道が鯛査した｢平成
12年５月診療分国民健康保険受療動向調
査｣の結果を示しています。
調査対象となった約8万人の入院受癩

者のうち､居住地以外の医療施設への入
院者数は約2万3千人と約30％を占めてい
ます。
他の市町村への入院では､より高度な

医療サービスの提供を受けるために診療
科目の充実した市町村への入院が多く見
られるのが特徴であり、居住地に医療施
設が設置されている市町村においても､他
の市町村に入院している実態があります。
このような特徴は､入院20％圏以上で顕著
に現れています。
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医療圏の状況(通院）

軒鍾通院については､鯛査対象となった約
141万人の通院受擬者のうち､居住地以外
への通院者数は約28万人と約20％を占め
ています。
通院割合20％未満では統計誤差が多く

含まれ､地域における通院の状況を適切
に反映しているのは通院20％圏以上となり
ます｡また､通院では､入院と同様に､より
高度な医療サービスの提供を受けるため
に診療科目の充実した市町村へ通院する
のが特徴であり､通院20％圏以上でその
傾向が顕著に反映されています。
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高齢者保健福祉圏の状況(適所介護）

鷲
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道内の高齢者のうち､食事や入浴､リハ
ビリテーションなどのサービスを求めて事
業所に適所している要介護者数は約6万５
千人で､このうち､居住地以外の市町村に
適所している要介鐘者数は2.643人と約
4％を占めます。
適所割合10％未満では統計誤差が多く

含まれ､地域における適所の状況を適切
に反映しているのは適所介護1o％圏以上
となります。
適所介護の利用実態は､他の住民行動

と異なり､ほとんどが近隣市町村に限られ
ている状況ですが､適所10％圏には全道
で28市町村が該当します。
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高齢者保健福祉圏の状況(施設入所）

指定介護老人福祉施設(特別養護老人
ホーム)､介護老人保健施設､指定介護療
養型医療施設のいわゆる介獲保険3施設
に入所している要介腰者は約4万2千人
で､そのうち､居住地以外の市町村の所在
する施設に入所している要介護者は約9千
人と約21％を占めています。
入所割合5％未満では統計誤差が多く

含まれ､施設入所の状況を適切に反映し
ているのは施設入所5％圏以上となりま
す。
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営業使用自動車移動圏の状況

１$． 
§ＩＦ“ 平成11年道路交通センサスＯＤ鯛査で

は､業務･営業目的で移動した道内の自
動車台数は約353万台で､このうち､市町
村の区域を越える移動は約68万台と19％
を占めています。
移動割合5％未満では統計誤差が多く

含まれ､移動の状況を適切に反映してい
るのは移動割合5％以上となります。
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土木現業所本所と出張所
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提案事項名 1009Ｈ政令都市、中核市要件の緩和

提案者 団体など

提案の背景 ● 

● 

● 

本格的な道iIN制の下では市町村の規模と能力の拡大が不可欠である
が、北海道は人□密度が少ない広域分散型のうえ１県１施設政策など
によって札幌一極集中型となっている。これを多極型構造の変えるた
めには、規模が大きく活気のある政令都市や中核市をもっと誕生させ
なければならない。

現行の政令都市要件は法定50万とされるが、これを８掛の40万に緩
和し、中核市要件も30万を20万に緩和するよう求める。

これにより旭Ⅱl、函館、いぶり地域や石狩・江別・北広島・岩見沢
地域を－つとした政令都市の誕生、また、十勝、釧路、北見地域の中
核市誕生が可能となる。

．なお、「曰本２１世紀ビジョン」などでは、人□減少の下で、市町村
が安定的に経営していくための最低人□規模は20万人とされている。

特例措匝

等の内容

● 

● 

政令都市の法定要件50万を40万に緩和するよう求める。

,中核市の法定要件30万を20万に緩和するよう求める。

期待される効果 ● 北海道の都市構造を、札幌一極集中型から多極構造型に変え、市町
村の経営能力を高めることにより、北海道の活性化が図られろ。

関係法令 ● 地方自治法第252条の19，第252条の2２

提案事項名 1042Ｈ政令地方都市要件基準の緩和

提案者 団体など

提案の背景 ● 広域合致型の北海道らしい地方中核都市形成の必要性。

特例措世

等の内容

● 人□基準の緩和と区政にとらわれない政令地方都市行政の見直し。

期待される効果 ● 

● 

市町村合併の促進と住民サービス維持。

効果的、効率的な広域行政の実現。

関係法令



平成１９年３月末現在

住民基本台帳人ロ･世帯数（北海道企画振興部地域振興･計画局市町村課調）

市区町村
人口

総数 男 女
世帯数

全道

札幌市
中央区
北区
東区
白石区
豊平区

南区
西区

厚別区
手稲区
清田区
江別市
函館市
小樽市
旭111市
北見市
苫小牧市
帯広市
釧路市

5,600,7052,667,1572,933,5482,599,764 

1,874,410887,985986,425920,537 
１９９，１２６90,645108,481１１３，１６７ 
271,742130,149141,593131,319 
252,586121,631130,955125,875 
202,79597,617１０５，１７８106,758 
207,36597,362110,003108,917 
150,05570,948７９，１０７69,990 
209,31298,655110,657101,038 
129,87260,737６９，１３５57,428 
138,30566,07672,22959,895 
１１３，２５２５４，１６５59,08746,150 
123,08659,02864,05851,938 
290,873133,541157,332140,077 
139,71263,65276,06067,459 
357,182167,456189,726167,514 
127,59960,99266,60758,099 
173,32284,70388,61978,759 
170,28681,69988,58778,994 
191.407９１．１８８１００２１９９１”７ 

合計 3,447.8771.630.244１－８１７６３３１６５５６０４ 



図１１市の1人当たi)叢'11総蕊iと人口繍(対数）



○地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

（指定都市の権能）

第二百五十二条の十九政令で指定する人ロ五十万以上の市（以下「指定都市」
という。）は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定
めるところにより処理することとされているものの全部又は－部で政令で定める
ものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
－児童福祉に関する事務

二民生委員に関する事務

三身体障害者の福祉に関する事務

四生活保護に関する事務

五行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務

五の二社会福祉事業に関する事務

五の三知的障害者の福祉に関する事務

六母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務
六の二老人福祉に関する事務

七母子保健に関する事務

八障害者の自立支援に関する事務

九食品衛生に関する事務

十墓地、埋葬等の規制に関する事務

十一興行場、旅館及び公衆浴場の営業の規制に関する事務
十一の二精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
十二結核の予防に関する事務

十三都市計画に関する事務

十四土地区画整理事業に関する事務

十五屋外広告物の規制に関する事務

（中核市の権能）

第二百五十二条の二十二政令で指定する人ロ三十万以上の市（以下「中核市」
という。）は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市が処理するこ
とができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり－体的に処理することが中
核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理すること
が適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを､政令で定めるところにより、
処理することができる。

（特例市の権能）

第二百五十二条の二十六の三政令で指定する人ロ二十万以上の市（以下「特
例市」という。）は、第二百五十二条の二十二第一項の規定により中核市が処理
することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり－体的に処理するこ
とが特例市が処理することに比して効率的な事務その他の特例市において処理す
ることが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところ
により、処理することができる。



(参考）

｢政令市等の法定要件緩和」と「広域中核市制度」との対比

■政令市等の法定要件緩和

○既存制度の要件を緩和するシンプルな組み立て

△なぜ４０万人と２０万人かの理論構成が難しい

○緩和後の要件に手が届きそうな市がすでにある

△周辺の市町村が置いていかれる危慎

■広域中核市制度

△全く新しい発想で新しい制度を創設する困難さ

○広域分散、高齢化の進展に対応した理論構成

△大合併によってはじめて対象となる市が出来る

○周辺の市町村をもれなく包含した発展を目指す
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